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１ 背景 

 現在、我が国では高齢化が急速に進んでおり、６５歳以上の高齢者が２５％近くにもの

ぼる他に例を見ない高齢社会を迎えようとしており、高齢者の方々が安心して暮らすこと

ができる社会の形成が望まれています。また、障がい者等の方々についても、社会・経済

活動への積極的参加の実現が強く求められています。 

 吹田市では、これらの方々が気軽に安心して移動できるようにするため、さまざまな施

策を通じてバリアフリー化を進めてきましたが、移動にあたっては現に様々なバリア（障

壁）が存在しており、このバリアフリー化（障壁の除去）が大変重要な課題となっていま

す。 

 このような状況の中、平成１２（２０００年）１１月に「高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」

が施工され、平成１８年１２月には、「交通バリアフリー法」と「高齢者、身体障害者等の

円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）」を統合・拡充し、

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律」、通称「バリアフリー新法」が施行さ

れました。 

 吹田市では、このバリアフリー新法施行をうけて平成２０年３月に３地区４駅（岸部地

区、北千里地区、万博公園周辺地区）の基本構想を策定しました。 

 今回、この基本構想で定めた重点地整備地区内の生活関連施設である千里北公園のバリ

アフリー化を推進するため、本都市公園特定事業計画（北千里地区）を策定したもので、

今後はこの事業計画に沿って事業を行っていきます。 
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２ 吹田市バリアフリー基本構想（北千里地区）の概要 

２．１ 地区の概要 

北千里地区は、千里ニュータウンとして整備され、阪急北千里駅及び多くの公共施設や

商業施設が配置されているディオス北千里を中心に、緑豊かで閑静な住環境が形成されて

きました。地区内には国立循環器病研究センターなど医療施設や公共施設が集積している

千里北公園等が立地しています。 

 丘陵地にあるため地形の起伏があります。このため、阪急北千里駅と生活関連施設を結

ぶ経路において、急勾配、歩道の幅員不足等の課題があります、また、地区の高齢化率が

高く、高齢化も進んでいるため、早急なバリアフリー化整備が求められています。 

 

 

２．２ 基本理念・基本方針 

 吹田市バリアフリー化に係る基本理念である「だれもがやさしくなれる吹田まちづくり」

に基づき、北千里地区の特徴や、ワークショップで抽出された主な問題点をふまえ、北千

里地区の基本方針を以下のとおりとします。 

 

●駅から施設へのバリアフリーネットワークの構築をはかります。 

 北千里地区には、ディオス北千里、国立循環病センター、千里北公園等を利用する市民

が訪れます。駅からこれらの施設への連続したバリアフリーネットワークの構築をはかり、

人々がふれあい、にぎわうまちづくりに寄与するバリアフリー化をめざします。 

 

●施設設置管理者の連携による一体的な整備をめざします。 

 高齢者、障害者等の方々が安心・安全に移動及び利用できるように、急勾配や歩道の幅

員不足等のバリアを解消し、施設設置管理者の連携による一体的なバリアフリー化を目指

します。 

 

 

２．３ 重点整備地区並びに生活関連施設及び生活関連経路 

 阪急北千里駅を中心として半径約１０００ｍの範囲の面積約３．５２ｋｍ２を重点整備地

区の区域として設定します。 

 重点整備地区においては、「生活関連施設」及びそれらを結ぶ高齢者や障害者がよく利用

する主要な経路を、生活関連経路、準生活関連経路とし、重点的かつ速やかにバリアフリ

ー化を進めます。 
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（１）生活関連施設 

施設名 種 類 

阪急北千里駅 旅客施設 

ディオス北千里 商業施設・公共施設 

古江台市民ホール 公共施設 

青山台市民ホール 公共施設 

千里北公園 公園 

北千里市民プール 公共施設 

北千里市民体育館 公共施設 

青少年野外活動センター 公共施設 

国立循環器病センター 医療施設 

藤白市民ホール 公共施設 

千里金蘭大学・千里金蘭大学短期大学部金蘭千里高等

学校・中学校 
教育施設 

大阪大学医学部付属病院 医療施設 

大阪大学歯学部付属病院 医療施設 

障がい者支援交流センター（あいほうぷ吹田） 福祉施設 

 

（２）生活関連経路・準生活関連経路 

種別 設置管理者 路線名 

生活 

関連 

経路 

大阪府 箕面摂津線 

吹田市 

千里北公園古江線 

青山古江線 

藤白古江線 

青山藤白古江線 

藤白台２号線 

藤白台３号線 

藤白台４９号線 

千里北公園内園路 

千里北センター 

株式会社 

ディオス北千里内経路 

準生活 

関連 

経路 

大阪府 山田上小野原線 

大阪大学 
大阪大学内経路 
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（３）北千里地区生活関連施設及び生活関連経路図 
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３ 基本構想における都市公園特定事業 

３．１ 基本構想で位置づけた特定事業 

（１）生活関連施設 

千里北公園について特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に適合するよう下記の

整備に努めます。 

 

項 目 内 容 時 期 

園路及び広場 

必要な幅の確保、段差・勾配の解消 

H23 以降 

バリアフリー化に配慮した路面舗装 

階段への手すり等の整備・改良 

スロープの勾配の改善、手すり等の整備・改良 

高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所への、

柵又は視覚障害者誘導ブロックの設置 

トイレ 車いす用トイレ及びオストメイト仕様トイレを含む多

機能トイレの整備・改良・段差・手すり等の整備・改

良、床置式または壁掛式の小便器（受け口の低いもの）

の設置 

個別施設※１） バリアフリー化に配慮した施設整備 

駐車場 

車いす使用者用駐車場ますの整備・改良 

車いす使用者用駐車場ますから駐車場の出入口までの

経路のバリアフリー化 

誘導情報案内 

施設 

案内表示の充実 

 ※１）個別施設：休憩所、管理事務所、手洗い場等。 
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（２）生活関連経路 

 千里北公園について、下記の整備を行います。 

項 目 内 容 時 期 

出入口 
段差の解消 

H23 以降 
視覚障害者誘導用ブロックの整備・改良 

園路 
バリアフリー化に配慮した路面舗装 

視覚障害者用ブロックの整備・改良 

〇具体的な整備内容 

（ア）出入口   ①出入口部の段差解消等の改良を行います。 

         ②視覚障害者誘導用ブロックの整備・改良を行います。 

（イ）園路    ①路面舗装の老朽化の解消等の改良を行います。 

         ②視覚障害者誘導用ブロックの整備・改良を行います。 

 

 

３．２ 事業の推進について 

 基本構想で検討した特定事業について、生活関連経路のバリアフリー化を優先的に整備

し、その他につきましては、施設改修と併せて事業実施していきます。 
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４ 都市公園特定事業計画 

〇都市公園特定事業を実施する都市公園 

公園番号 １ 公園管理者 吹田市 

公園名（種別） 千里北公園（総合公園） 公園面積 30.10ha 

〇都市公園特定事業の内容及び実施予定期間 

特定公園施設 
出入口、園路、駐車場、トイレ 

事業概要 
生活関連経路の出入口・園路舗装の更新及び視覚障害者用ブロックの整

備、トイレのバリアフリー化を進めます。 

事業の内容 事業量 実施予定期間 備 考 

生活関連経路の舗装の更新 ２ルート H30～H32 年度 

 

出入口の段差解消も

併せて実施 

生活関連経路の視覚障害者

用ブロックの整備 

２ルート H30～H32 年度  

トイレの改修 １箇所 H33 年度以降  

駐車場の改修 ２か所 H33 年度以降  

案内標識の設置 １箇所 H33 年度以降  

    

〇その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

自然が豊かな公園となっており主要な園路以外は自然の状態を残すよう配慮する。 

特記事項 

公園概況 

 

自然豊かの公園であり、春には桜の名所ともなる。 

昭和４０年の開設以来大規模な改修は行っておらず施設の老朽化も進

み、特定公園施設の多くが移動等円滑化基準に適合しておらず施設の改

修・更新が必要である。 

施設等の 

状況 
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事業計画概要図 

東部地区 

 

 

西部地区 

 

トイレの改修 

案内標識 

の設置 

駐車場の改修 

駐車場の改修 

舗装の更新 

視覚障害者用ブロック設置 

舗装の更新 

視覚障害者用ブロック設置 


